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外総第2124号

令和4年2月28日

内閣総理大臣 岸 田文雄殿

外務大臣 芳林 正

財務大臣 木俊鈴
－

経済産業大臣 萩 生田光
－

ロシア連邦関係者及び,ロシア連邦の特定銀行に対する資産凍

結等の措置等について

標記について､･別紙のとおり閣議の了解を求めます。



ロシア連邦関係者及びロシア連邦の特定銀行に対す

る資産凍結等の措置等について

霞和曇 !皇］
本年2月24日、 ロシア連邦はウクライナヘの軍事行動

を開始した。 ロシア連邦によるウクライナ侵略は、 ウクラ

イナの主権と領土の一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる

国際法に深刻に違反するとともに、力による一方的な現状

変更を認めないとの国際秩序の根幹を揺るがすものであり、

断じて認められず、我が国は最も強い言葉でこれを非難し

ている。

政府は、 このような事態に応じ、 この問題の解決を目指

す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与する

ため、主要国が講ずることとした措置の内容に沿い、外国

為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号）により、

次の措置を講ずることとする。

（1） ロシア連邦関係者（別添1）及びロシア連邦の特定銀

行（別添2）に対する資産凍結等の措置

（2） ロシア連邦の特定団体（別添3）ヘの輸出等に係る禁



止措置
ﾔ ｡

（3） ロシア連邦の軍事能力等の強化に資すると考えられる

汎用品の輸出等の禁止措置



(別添1） ロシア連邦関係者として我が国が指定する個人

ウラジーミル・プーチン

Vlad刺irPutin

1

セルゲイ・ラヴロフ

Se:rgeyLavrov

2

セルゲイ・ショイグ

SergeyShoygu

B

ワレリー・ゲラシモフ
、

ValeryGerasimov

4

5 ニコライ・パ矛ルシェフ

NikolaiPatruShev

Fミ I、 Iノー・メドヴヱージェフ

DmitryMedve(lev

6



(別添2） ロシア連邦の特定銀行として我が国が指定する団

体

プロムスヴャジバンク
､

Promsvyazbank

1

VEBdRF(ロシア対外経済銀行）

VEB・RF (Vnesheconombank)

2

＃

ロシア連邦中央銀行3

CentralBankoftheRussianFederation



(別添3）輸出等に係る禁止措置の対象として我が国が指定

するロシア連邦の特定団体

1 株式会社アドミラルティ造船所

AdmiraltyShipyardJSC

2 アレクサンドロフ名称科学技術研究所

Aleksandrov Scientific Research

InstituteNITI

Technological

２

S 有限責任会社アルグト
●

ArgutOOO

4 国防省通信センター

CommunicationcenteroftheMinistryofDefence

5 ボレスコフ名称触媒研究センター

Federal ResearchCenter BoreskoV

Catalysis

Institute of

6 連邦保安庁

FederalSeCurityService(FSB), a.k.a. , thefollowing
D

onealias:

-FederalnayaSluzhbaBezoPasnosti

7 ロシア大統領府連邦国家予算機関．

Federal State Budgetary Enterprise

AdministrationofthePresidentofRussia

of the

S ロシア大統領府連邦国家予算機関特別飛行部隊「Russia」

Federal State BUdgetaryEnterprise Special Flight

UnitRossiyaoftheAdministrationofthePresidentof

Russia



9 連邦国家単一企業ドウホフ名称オートメーション研究所
FederalStateUnitaryEnterpriseDukhovAutomatics

Researchlnstitute (VNIIA)

10対外諜報庁

ForeignIntelligenceService (SVR)

内務省ニニジニ11 ・ ノヴゴロド本部専門法科学センター

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main

DirectorateoftheMinistryofInteriOrAffairs

12 国際量子光学・量子技術センター（別称、 ロシア量子セ

ンター及びRQC)

InternationalCenterforQuantumOpticsandQuantum

TechnologiesLLS, a．k.a. thefollowingtwoaliases:

-RussianQuantumCenter; and

一RQC

13 イルクート

IrkutCorporation

14公開株式会社研究・製造法人イル,クート

Irkut Research andProduction Comoration Public

JointStockCompany

15株式会社計算機科学研究所

JointStockCompanyScientificResearchlnstituteof

ComputingMachinery

16株式会社機械工学中央研究所

JSCCentralResearch､InstituteofMachineBuilding

(JSCTsNIIMash)



17株式会社カザンヘlノコプター修理工場（別称、 Kazanski

VertoletnyZavodRemservis及びKVZRemservis)

JSCKazanHelicopterPlantRepairService, a.k.a. ,

thefollowingtwOaliases:

一KazanskiVertoletnyZavodRemservis; and

-KVZRemservis

18株式会社ロケット ・宇宙センター「プログレス」

JSCRocketandSpaceCentre - Progress

19株式会社カメンスク・ウラリスキ‘一冶金工場
Q

Kamensk-UralskyMetallurgicalWorksJ.S. Co.

20公共株式会社カザンヘリコプターエ場

KazanHelicopterPlantPJSC

21 コムソモリスク・ナ・アムーレ航空機製造工場

Komsomolsk-na-AmurAviationProdlictionOrganizatioll
(KNAAPO)

｝

22参謀本部情報総局（別称、 GlavnoeRazvedyvatel' noe
UPraVlenie、 GRU及び情報総局）

MainlntelligenceDirectorate, a．k・a． , thefollowing
threealiases:

-GlavnoeRazvedyvatel' noeUpravlerlie;
-GRU; and

-MainIntelligenceDepartment

23 国防省（連邦軍及び場所を問わず全ての運用部隊を含む)。
右には、露連邦の国軍（地上軍、海軍、海軍歩兵部隊、航空
宇宙軍及び沿岸部隊)、国家親衛軍と警察、諜報及び偵察機関
が含まれる。

Ministry of Defence of the Russian Federation,



incluaingtheArmedForcesofRussiaandall Operating
unitswhereverlocated. ThisinclUdesthenationalarmed
services (army, navy, maririe, airforce, orcoastguard),

●

as well as the national guard and national police,

government intelligencebrreconnaiSsanceorganizations
oftheRussianFederation.

24モスクワ物理・技術大学（別称、 MIPT及びMFTI)
MoscoWInstituteofPhysicsandTechnology, a・k6a． ，

thefollowingtwoaliases:

-MIPT; and

-MFTI

株式会社学術生産公団高精度コンプレックス

NPOHighPrecisionSystemsJSC

25

株式会社学術生産公団スプラフ
' ．

NPOSplavJSC

26

公開株式会社オボロンプロム

OboronprOmOJSC

27

公共株式会社ベリエフ名称航空機会社

PJSCBerievAircraftCompany

28

イルクート

PJSCIrkutCo"oration

29

カザンゾJノコプター

円SCKazanHelicoPters

30

株式会社ステリマフ名称「ポリユス」研究所
POLYUS Research lnstitute ofM．F. Stel

kCompany

Stel

31

makhJoint

Stock



32株式会社プロムテツク． Fウブナ

Promtech-Dubna, JSC

33公共株式会社統一航空機製造会社

Public Joint Stock Company

Corporation

United Aircraft

34無線技術・情報(RTI)システム

RadiotechnicalandlnformationSystems (RTI)Concern

35有限責任会社ラパルト ・サービス

RapartServicesLLC

36公開株式会社ロスオボロンエクスポルト

RosoboronexportOJSC (ROE)

37 国営企業ロステツク

Rostec (RussianTechnologiesStateCorporation)

38 ロステツク・アジム）、

Rostekh -Az加uth

39航空機製造会社ミグ

RussianAircraftCorporationMiG

40株式会社ロシアヘリコプター

RussianHelicoptersJSC

41 合弁企業クヴァント （別称、有限責任会社クヴァント、
有限責任会社合弁企業クオンタム・テクノロジーズ及び合弁
企業クオンタム）

SPKvant, a.k・a. , tllefollowthreealiases:



-KvantLLC;

-LimitedLiabilityCompanyJointVenture Quantum

Technologies; and

-JointVenturQuantum

株式会社スホイ42

SukhoiAviationJSC

スホイ民間航空機

SUkhoiCiVilAircraft

43

株式会社戦術ミサイル兵器コーポレーシヨン
TacticalMissilesCorporationJSC

44

株式会社ツポレフ

TUpolevJSC ｡

45

統一エンジン製造会社一サトウルン46

UEC-Saturn

ユナイテッド・エアクラフト

UnitedAircraftCOrporation

47

統一エンジン製造会社48

UnitedEngineCorporation

統一機器製造会社49

UnitedlnstrumentManufacturingCorporation



説 明 、書

1 我が国は、平成26年3月のクリミア自治共和国及びセ

ヴァストーポソ特別市（以下「クリミア等j という。）のロ

シア連邦への「併合」を始めとするロシア連邦によるウク

ライナの主権及び領土一体性を侵害する動きが継続してい

ることを深刻に懸念している。

2 我が国は、 クリミア等の「併合」を始めとするロシア連

邦の力による現状変更の試みを断じて認めないとの原則的

立場に立脚し、 G7の連帯を重視して対応してきた。

S 本年2月21日、 ロシア連邦は『ドネツク人民共和国」

（自称）及び「ルハンスク人民共和国」 （自称） （以下「両

「共和国』 （自称)」という。）の「独立」を承認する大統領

令に署名するとともに、両「共和国」 （自称）内においてロ

シア軍に軍事基地等の建設・使用の権利を与える 「友好協

力相互支援協定」に署名した。また、 22日にはロシア連

邦は両「共和国」 （自称） との条約の批准、 自国領域外での

軍隊の使用に関する連邦院決定など、一連の措置を進めた。

4 さらに、24日、 ロシア連邦はウクライナへの軍事行動

を開始した。 ロシア連邦によるウクライナ侵略は、 ウクラ

イナの主権と領土の一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる

国際法に深刻に違反するとともに、力による一方的な現状

§



変更を認めないとの国際秩序の根幹を揺るがすものであり、

断じて認められず、我が国は最も強い言葉でこれを非難し

ている。

5 このような事態に応じ、 この問題の解決を目指す国際平

和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、我

が国としてG7等主要国が講じた措置の内容を踏まえ、措

置を講じることが必要と考えられるので、 これにつき閣議

の了解を求めるものである。


